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１　消滅時効制度
「消滅時効」とは、権利を行使できるにもかかわらず
これを行使しないという事実状態が法定期間継続した
場合に、権利の喪失という法律効果を認める制度であ
る。消滅時効制度は、長年継続した権利不行使状態
を尊重して、法律関係の安定を図るという趣旨と共に、
「権利の上に眠る者は保護しない」（権利を行使せずに
放置している者を保護しない）との考えにも基づく。

時効の効力は、その起算日にさかのぼる（民法
144条）。これが時効の遡及効といわれる効果である。
消滅時効については、その消滅時効期間の起算日か
ら消滅時効にかかった権利が存在しなかったと扱わ
れることになる。

２　不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効
特許権侵害行為は、以下の民法709条に規定する

 特許権侵害に基づく損害賠償請求権の 特許権侵害に基づく損害賠償請求権の
 消滅時効 消滅時効
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